
平成２２年度事業報告 

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

１．事業の状況 

 寄附行為第５条に定める事業についての報告 

一 静風流煎茶道の普及のための茶会等の開催（19.591千円） 

◇本部関連事業 

平成２２年 

  ４月８日～13日 駿府各流大茶会参加（静岡伊勢丹）５席開筵 

  ４月 20日 ４月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

５月 18日 ５月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

５月 22日～23日 全日本煎茶道連盟为催・全国煎茶道大会参加（黄檗山萬福寺） 

６月 22日 ６月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

  ７月 20日 ７月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

  ８月１日  静風流夏の理事会（湯河原、山翠楼） 

  ８月 28日～29日 全日煎夏期大学参加（大分県別府市） 

９月 14日 ９月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

10 月 19日 黄檗山萬福寺開創 350年慶賛茶会（静岡市丸子、静風苑） 

   11月 16 日 11月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

   12月 21 日 12月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

  平成２３年 

 １月 10日 新年茶会（ホテルアソシア静岡） 本部研修会員による研修茶会及び総会 

１月 25 日 １月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

   ２月 22日 ２月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

３月 22 日 ３月度月例茶会（静岡市丸子、静風苑） 

◇海外交流事業  

 11月 22日～29 日 ジャパンウィーク・ポルト（ポルトガル）に参加（20 名） 

◇煎茶道普及のための活動 

   ７月 25日 夏休み親子煎茶道教室開催（静岡市丸子、静風苑）親子 70名参加 

  ２３年３月 27日 静岡県为催・模擬茶婚式写真撮影（静岡市日本平） 

◇ 各地区静風会関連事業 

平成２２年 

４月 29日 静岡静風会茶会（静岡市丸子、静風苑） 

10 月 30日 東京静風会茶会（高田馬場・茶道会館） 

平成２３年 

   １月 16日 福井静風会初煎会（福井市・アオッサ） 

１月 23日 三重静風会初煎会（伊勢市） 

２月 20日 清水静風会茶会（静岡市、テルサ） 

３月 20日 藤枝静風会茶会（藤枝市生涯学習センター） 

※その他各地区にて地域为催各種茶会、及び体験教室、伝統文化こども茶道教室等に協賛参加。 

 



二 国風華道の普及のための展示会等の開催（4.046 千円） 

◇本部関連 

 平成２２年 

  ６月 26日～28日 国風華道会夏の理事会・研究会（札幌） 

    ９月 22日～24日 日本いけばな芸術展 in金沢参加 

  10月３日     幹部研究会（高崎市、労使会館） 

  11月 13日～15日 いけばな国風展（高崎） 

平成２３年  

  １月 30日 国風華道会理事会及び総会（ホテルメトロポリタン高崎） 

  ３月 27日  幹部研究会（藤枝市文化センター） 

◇地区関連 

  各地区連合支部及び支部において、家元研究会を年１回実施。 

  各地区より該当する「日本いけばな芸術展」及び地域为催の華道展に出品 

 

三 煎茶道及び華道の普及に係わる人材の育成（155 千円） 

 煎茶道静風流関連 

 ・本部研修会の定期的実施 

   本部及び静風苑にて、毎月８教授会を開催。 

  ・永年教授者、特別功労教授者の顕彰 

 国風華道会関連 

  ・本部研究会の定期的実施 

  ・永年教授者、特別功労教授者の顕彰 

 

四 煎茶道文化及び華道文化に関する調査研究（90 千円） 

  煎茶道静風流関連 

  ・近世の煎茶文化についての調査研究、資料収集 

  国風華道会関連 

・新形花型の研究及び開発 

 

五 静風苑及び本部会館の維持管理（1.283千円） 

・静風苑建物及び庭園、本部会館の維持修繕及び清掃 

六 会報等の発行（1.974 千円） 

  ・煎茶道静風流 会報「静 風」の発行（６回） 

  ・国風華道会  会報「国 風」の発行（１回） 

 

七 その他目的を達成するために必要な事業（5.623 千円） 

  ・静風流本部研修会の実施（本部会館及び静風苑） 

  ・国風華道会本部研修会の実施（本部会館） 

 

 



２．庶務の概要 

（１）役員に関する事項                    平成 23 年４月１日現在役員等 

役 名 氏  名 担任職務 就任年月日 初就任年月日 備  考 

理事長 

常務理事 

 〃 

理 事 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

監 事 

 〃  

海野俊彦 

大沢 扶久 

高田 博光 

三浦 竹泉 

石川 清流 

増田千次郎 

浅野 正康 

岡村 雅裕 

福島 直也 

桜井 利子 

守本 仲治 

神谷 治男 

久保田 顕弘 

法人代表 

事業統括 

 〃 

事業推進 

 〃 

 〃 

 〃 

会 計 

事業推進 

広 報 

渉 外 

監 査 

 〃 

23年４月１日 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

14年３月 30日 

６年１月 10日 

16年４月１日 

６年１月 10日 

     〃 

     〃 

     〃 

17年 4 月１日 

18年 4 月１日 

19年 4 月１日 

20年 4 月１日 

16年４月１日 

20年 4 月１日 

 

評議員  

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃  

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

望月 菊枝 

海野 昌子 

大串 清子 

関野 美子 

小西 関子 

長野 綏子 

蜂巣 智恵子 

洞江 よね 

浅野 清子 

根本 敏子 

福岡 恵美子 

袴田 悦子 

川崎 君枝 

志田 みよ子 

永野 弘子 

嶋  鉱子 

佐藤 英子 

武藤 秀子 

小林 久子 

大石 ふさ子 

佐々木 憲乗 

高橋 一富 

鮎澤 文子 

大久保 園子 

杉山 宥子 

 23年４月１日 

   〃 

   〃 

   〃 

〃  

〃  

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃   

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

７年６月 17日 

     〃 

     〃 

８年６月 22日 

     〃 

     〃 

     〃  

10年６月 20日 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃      

13年６月１日 

〃         

〃  

15年５月 31日 

19年４月１日 

  〃    

〃    

21年４月１日  

 

 

（２）職員に関する事項 

職 務 氏  名 担任職務 就任年月日 初就任年月日 手当て 備考 

理事長 

 

事務 

海野俊彦 

（事務局長兼務） 

橋本靖世 他 

事業担当 

及び総務 

庶務会計 

23年４月１日 

 

  〃 

14年３月 30 日 月額 28万 

 

時給制 

 

 

 

 



３．役員会に関する事項 

（１）理事会 

開催日時 議 事 事 項 会議の結果 備  考 

22 年６月 11日 

 

 

(1)平成 21年度事業報告及び決算報告承認の件 

(2)平成 22年度事業計画及び予算確認の件（追認）   

(3)その他 

 可決 

 可決 

 可決 

 

 

 

23 年３月 11日 

 

 

(1)平成 23年度事業計画案審議の件 

(2)平成 23年度予算案審議の件 

(3)新年度役員選任について、他 

可決 

 可決 

 可決 

 

（２）評議員会 

開催日時 議 事 事 項 会議の結果 備  考 

22 年６月 11日 (1)平成 21年度事業報告及び決算報告承認の件 

(2)平成 22年度事業計画及び予算確認の件（追認）   

(3)その他 

 可決 

 可決 

 可決 

 

23 年３月 11日 

 

(1)平成 23年度事業計画案審議の件 

(2)平成 23年度予算案審議の件 

(3)新年度役員選任について、他 

可決 

 可決 

 可決 

 

            

４．許可、認可及び承認に関する事項 

   該当なし 

 

５．契約に関する事項 

   該当なし 

 

６．寄附金に関する事項 

 寄附の目的  寄 附 者   金   額 備  考 

運用財産として 免状申請者及び施設使用者     

（延約 340人） 

4.443千円 現  金  

 

７．为務官庁指示に関する事項 

   該当なし    

 

８．その他の重要事項 

   該当なし 


